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第３編 道路編 
第１章 道路環境調査 

 
第１節 環境影響評価 

 
本調査は、「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調

査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の

保全のための措置に関する指針等を定める省令」（以下、「技術指針省令」

という）に準拠して実施するものとする。 

 

第 3101条 環境影響評価の区分 

環境影響評価の区分は、次の内容に定めるところによる。 

(1) 方法書（案）の作成 

(2) 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定 

(3) 調査 

(4) 予測及び評価並びに環境保全措置の検討 

(5) 準備書（案）の作成 

(6) 評価書（案）の作成 

(7) 評価書の補正等 

 

第 3102条 方法書（案）の作成 

1． 業務目的 

本業務は、技術指針省令第二条に規定された対象事業の方法書に記載すべ

き事項についてとりまとめ、法手続きに必要とされる都道府県知事等への送

付、公告および縦覧に供される方法書（案）を作成することを目的とする。 

2． 業務内容 

(1) 計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1111 条業務計画書第 2 項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

(2) 対象事業内容(事業特性）の把握 

受注者は、技術指針省令第五条第１項第一号に規定された対象事業の内

容（以下、「事業特性」という。）に関して、設計図書に示される資料よ

り当該対象事業の内容を把握するものとする。 

(3) 現地踏査 

受注者は、設計図書に示す事項に関して現地踏査を実施し、対象事業実

施区域の当該事項の状況について把握するものとする。また、必要に応じ

て写真撮影を行うものとする。 

(4) 対象事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況（地域特性）の把握 
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受注者は、入手可能な最新の文献その他の資料を収集することにより、

技術指針省令第五条第 1 項第二号に掲げる事項の区分に応じて、対象事業

実施区域及びその周囲の自然的社会的状況（以下、「地域特性」という）

を把握するものとする。 

(5) 環境影響評価の項目の選定 

受注者は、把握した事業特性及び地域特性を踏まえ、技術指針省令第六

条に従い、当該事業の環境影響評価の項目の選定を行うものとする。 

(6) 調査、予測及び評価の手法の選定 

受注者は、把握した事業特性および地域特性を踏まえ、当該事業の選定

項目について、技術指針省令第七～十二条に従い、調査、予測及び評価の

手法の選定を行うものとする。 

(7) 方法書（案）の作成 

受注者は、前(2)～(6)を基に、技術指針省令第二条に掲げる事項の区分

に従い、方法書（案）を作成するものとする。 また、方法書（案）を要

約した概要版を作成するものとする。  

(8) 環境影響を受ける範囲であると認められる地域の設定 

受注者は、技術指針省令第三条に規定された主旨に従い、当該事業の選

定項目に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を設定するも

のとする。 

(9) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第 3103条 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定 

1． 業務目的 

本業務は、対象事業の環境影響評価の調査を実施するに当たって、技術指

針省令第五条に規定された事業特性及び地域特性に関する情報を把握し、方

法書に記載された環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法に検

討を加えることにより、適切に環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評

価の手法を選定することを目的とする。 

2． 業務内容 

(1) 計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1111 条業務計画書第 2 項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

(2) 事業特性の把握 

受注者は、技術指針省令第五条第 1 項第一号の規定に従い、方法書に記

載された事業特性について、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評

価の手法に検討を加えるに当たって見直すことが必要な情報を把握するも

のとする。 

(3) 地域特性の把握 
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受注者は、技術指針省令第五条第 1 項第二号の規定に従い、方法書に記

載された地域特性について、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評

価の手法に検討を加えるに当たって見直すことが必要な情報を把握するも

のとする。 

(4) 環境影響評価の項目の選定 

受注者は、把握した事業特性及び地域特性を踏まえ、技術指針省令第六

条に従い、必要に応じ当該事業の環境影響評価の標準項目の削除又は追加

を行うものとする。 

(5) 調査、予測及び評価の手法の選定 

受注者は、把握した事業特性及び地域特性を踏まえ、当該事業の選定項

目について、技術指針省令第七～十二条に従い、調査、予測及び評価の手

法を選定するものとする。なお、必要に応じ当該事業の選定項目について、

調査、予測の標準手法の簡略化又は重点化を行うものとする。  

(6) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第 3104条 調査 

1． 業務目的 

本業務は、対象事業の事業特性及び地域特性を踏まえ、技術指針省令第九

条に基づいて、選定された項目の調査の手法に従い調査を実施することを目

的とする。 

2． 業務内容 

(1) 計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1111 条業務計画書第 2 項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

(2) 調査 

 1） 受注者は、対象事業において選定された項目の調査の手法に基づき、

調査すべき情報、調査の基本的な手法、調査地域、調査地点、調査期間

等を具体に明記した調査の計画を作成するものとする。 

 2） 受注者は、調査計画に基づき調査を実施するものとする。 

 3） 受注者は、適切に予測及び評価を行うために、前項の調査の結果につ

いて、調査内容を踏まえ整理するものとする。  

(3) 調査結果の解析 

受注者は、必要に応じ調査地域における環境の現状を解析し、予測及び

評価を行うための資料をとりまとめるものとする。 

(4) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第 3105条 予測及び評価並びに環境保全措置の検討 
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1． 業務目的 

本業務は、事業特性及び地域特性を踏まえ、技術指針省令第十条、十一条

に基づき、選定された項目の予測及び評価を実施すると共に、技術指針省令

第十三条に基づき、必要に応じて環境保全措置及び事後調査の検討を行うこ

とを目的とする。 

2． 業務内容 

(1) 計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1111 条業務計画書第 2 項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

(2) 予測 

 1） 受注者は、技術指針省令第十条の主旨に従い、当該事業の方法書に記

載された選定項目の予測の手法に基づき、予測の基本的な手法、予測地

域、予測地点、予測対象時期等を具体に明記した予測の計画を作成する

ものとする。 

 2） 受注者は、選定項目に係る評価において、必要とされる水準が確保さ

れるよう環境の状況の変化又は環境への負荷の量について、定量的、若

しくは定性的に予測するものとする。 

(3) 環境保全措置の検討 

受注者は、技術指針省令第十四条～第十六条の主旨に従い必要に応じ適

切に環境保全措置の検討を行うものとする。 

(4) 事後調査の検討 

受注者は、技術指針省令第十七条の主旨に従い必要に応じ事後調査の項

目及び手法について適切に検討を行うものとする。 

(5) 評価 

受注者は、技術指針省令第十一条の主旨に従い調査及び予測の結果並び

に環境保全措置の検討を行った結果について適切に評価するものとする。 

(6) 総合評価 

受注者は、技術指針省令第十八条第 6 項の主旨に従い調査の結果の概要

及び前述の(2)～(5)をとりまとめ、環境影響評価の総合的な評価の一覧を

作成するものとする。 

(7) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第 3106条 準備書（案）の作成 

1． 業務目的 

本業務は、技術指針省令第十八条に規定された準備書に記載すべき事項に

ついてとりまとめ、法手続きに必要とされる都道府県知事等への送付、公告

及び縦覧に供される準備書（案）、要約書（案）を作成することを目的とす

る。 

2． 業務内容 
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(1) 計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1111 条業務計画書第 2 項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

(2) 準備書（案）の作成 

受注者は、技術指針省令第十八条の主旨に従い、準備書に記載すべき事

項についてとりまとめ準備書（案）を作成するものとする。 

(3) 要約書（案）の作成 

受注者は、準備書（案）を要約した書類としての要約書（案）を作成す

るものとする。 

(4) 環境影響を受ける範囲であると認められる地域の設定 

受注者は、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地

域としての関係地域を、調査及び予測の結果から設定するものとする。 

(5) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第 3107条 評価書（案）の作成 

1． 業務目的 

本業務は、準備書についての意見を踏まえ、技術指針省令第十九条に規定

された対象事業の評価書に記載すべき事項についてとりまとめ、法手続きに

必要とされる免許等を行う者等に送付するための評価書（案）を作成するこ

とを目的とする。 

2． 業務内容 

(1) 計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1111 条業務計画書第 2 項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

(2) 評価書（案）の作成 

受注者は、技術指針省令第十九条の主旨に従い、評価書に記載すべき事

項についてとりまとめ評価書（案）を作成するものとする。 

(3) 要約書（案）の作成 

受注者は、評価書（案）を要約した要約書（案）を作成するものとする。 

(4) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第 3108条 評価書の補正等 

1． 業務目的 

本業務は、評価書を補正する必要がある場合には、その検討を行ったうえ

で評価書、要約書について所要の補正をし、法手続きに必要とされる免許等
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を行う者等への送付、公告及び縦覧に供される評価書(案)、要約書(案)を作

成することを目的とする。 

2． 業務内容 

(1) 計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1111 条業務計画書第 2 項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

(2) 評価書の補正等 

受注者は、必要に応じ評価書の記載事項に検討を加え当該事項の修正、

所要の補正を行うものとする。 

(3) 要約書の修正等 

受注者は、必要に応じ要約書の記載事項に検討を加え当該事項の修正等

を行うものとする。 

(4) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第２節 成果物 

第 3109条  成果物 

1． 環境影響調査 

受注者は、表 6.1.1 に示す成果物を作成し、第 1116 条成果物の提出に従

い、２部納品するものとする。 

 

 
表 6.1.1 環境影響評価成果物一覧表 

成果物 項 目 摘 要 

環境影響評価報告書一式 ※１ 

方法書（案）  

準備書（案） ※２ 

評価書（案） ※２ 

 

※１ 環境影響評価報告書には、評価項目・調査・評価手法の選定、調査及び

予測・評価・環境保全措置の検討等の報告書を含むものとする。 

※２ 要約書（案）を含むものとする。 
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第３編 道路編 
第２章 交通現況調査 

 
第１節 交通現況調査 

第 3201条 交通現況調査の種類 

交通現況調査の種類は以下のとおりとする。 

(1) 交通量調査 

(2) 速度調査 

(3) 起終点調査 

(4) 交通渋滞調査 

(5) 駐車場調査 

 

第２節 交通量調査 

第 3202条 交通量調査の区分 

交通量調査は、以下の区分により行うものとする。 

(1) 単路部交通量調査 

(2) 交差点部交通量調査 

 

第 3203条 単路部交通量調査 

1． 業務目的 

単路部交通量調査は、対象道路断面における交通量特性を得ることを目的

とする。 

2． 業務内容 

単路部交通量調査の業務内容は下記のとおりとする。 

(1) 計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1111 条業務計画書第 2 項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

(2) 現地踏査 

受注者は、設計図書に示す項目に関して現地踏査を実施し、調査の目的、

主旨に合致した調査が可能であるか、および調査員・第三者の安全、調査

時の周辺状況への影響を確認し、適切な調査位置、調査時期（調査日・時

間）の設定、調査員の配置計画、調査工程の計画等の実施計画を作成し、

調査職員に提出するものとする。 

(3) 交通量調査 

受注者は、調査職員の指示する道路断面、調査時間および計測単位、車

種別、方向別交通量を人手等により観測を行うものとする。なお、自転車

歩行者の計測は調査職員の指示によるものとする。また、車種分類、自転
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車歩行者については「全国道路交通調査実施要綱一般交通量調査（調査

編）」（旧建設省道路局）に準ずるものとする。 

(4) 集計整理 

受注者は、観測した交通量を時間別、方向別および車種別に集計整理す

るものとする。 

(5) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第 3204条 交差点部交通量調査 

1． 業務目的 

交差点部交通量調査は、交差点部において流入部別に車種別・方向別の自

動車交通量及び横断歩行者・自転車等の観測を行い交通量の実態を得ること

を目的とする。 

2． 業務内容 

交差点部交通量調査の業務内容は下記のとおりとする。 

(1) 計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1111 条業務計画書第 2 項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

(2) 現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 3203 条単路部交通量調査第 2 項の(2)

に準ずるものとする。 

(3) 交通量観測 

受注者は、設計図書に基づき、指示された流入部、調査時間、計測単位

で方向別に車種別、自転車、横断歩行者の観測を人手等により行うものと

する。また、車種分類については、「交通渋滞実態調査マニュアル」（旧

建設省土木研究所、以下“渋滞調査マニュアル”と記す）に準ずるものと

する。 

(4) 集計整理 

受注者は、集計整理について、第 3203 条単路部交通量調査第 2 項の(4)

に準ずるものとする。 

(5) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第３節 速度調査 

第 3205条 速度調査の区分 

速度調査は、以下の区分により行うものとする。 

(1) 走行速度調査 

(2) 旅行速度調査 
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第 3206条 走行速度調査 

1． 業務目的 

走行速度調査は、対象道路断面における車両の地点速度を調査し、交通状

況を把握することを目的とする。 

2． 業務内容 

走行速度調査の業務内容は下記のとおりとする。 

(1) 計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1111 条業務計画書第 2 項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

(2) 現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 3203 条単路部交通量調査第 2 項の(2)

に準ずるものとする。 

(3) 走行速度調査 

受注者は、設計図書に基づき、調査地点において短区間の走行速度を人

手あるいは速度計測装置などを用いて方向別、車種別に計測するものとす

る。 

受注者は、設計図書に基づき、指示された各時間帯及びサンプル数の車

両の速度を計測するものとする。また、車種分類は調査職員の指示による

以外は、大型車と小型車の 2分類とする。 

(4) 集計整理 

受注者は、設計図書に基づき、計測された車両の速度の集計整理を行う

ものとする。 

(5) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第 3207条 旅行速度調査 

1． 業務目的 

旅行速度調査は、ある地点間の走行所要時間を調査することにより、地点

間のボトルネックや渋滞状況を把握することを目的とする。 

2． 業務内容 

旅行速度調査の業務内容は下記のとおりとする。 

(1) 計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1111 条業務計画書第 2 項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

(2) 現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 3203 条単路部交通量調査第 2 項の(2)

に準ずるものとする。 

(3) 旅行速度調査 
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受注者は、調査区間について走行試験車を走行させて、交差点又は一定

距離ごとの所要時間と信号、渋滞等による停止時間を計測するとともに、

周辺の道路状況等を把握することにより、ボトルネックや渋滞の主な理由

を調査するものとする。なお、調査時間帯および調査回数は、設計図書に

基づくものとする。 

(4) 集計整理 

受注者は、集計整理について、第 3206 条走行速度調査第 2 項の(4)に準

ずるものとする。 

(5) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第４節 起終点調査 

第 3208条 起終点調査の種類 

起終点調査の種類は以下のとおりとする。 

(1) 路側ＯＤ調査 

(2) オーナーインタビューＯＤ調査 

 

第 3209条 路側ＯＤ調査 

1． 業務目的 

路側ＯＤ調査は、地整際又は県際（コードンライン）などを通過する交通

の起終点、運行目的等を調査することを目的とする。 

2． 業務内容 

路側ＯＤ調査の項目は、「全国道路街路交通情勢調査実施要綱自動車起終

点調査（調査編）」（旧建設省道路局・都市局、以下“ＯＤ調査要綱”と記

す）に基づき下記のとおりとする。 

(1) 計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1111 条業務計画書第 2 項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

(2) 現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 3203 条単路部交通量調査第 2 項の(2)

に準ずるものとする。 

(3) 断面交通量調査 

受注者は、観測地点においてＯＤ調査要綱に定められた車種分類に従っ

て、調査地点を通過する全車両（三輪以上の自動車）の台数を、1 時間単

位で観測するものとする。 

(4) 路側ＯＤ調査 

受注者は、観測地点において通過する全対象車両に対し、聞き取り方式

(自動車専用道路ではランプ等での聞き取り又はメールＯＤ調査)または設

計図書に基づく調査方式により調査を実施するものとする。なお、対象車
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両および調査票はＯＤ調査要綱に準ずるものとする。 調査は原則として

対象とする車種の全数調査とするが、やむをえず抽出調査を実施する場合

は、ＯＤ調査要綱に定められた抽出率を最低限度とする。 

(5) 自動車航送船ＯＤ調査 

受注者は、コードンラインを横切るフェリー航路がある場合には、フェ

リー利用自動車を対象に路側ＯＤ調査を実施するものとする。なお、調査

にあたっては、出発港にて実施するものとする。 調査は、調査員が直接

運転者等から乗船前に調査事項を聞き取り、ＯＤ調査要綱に定められた調

査票に記入するものとする。なお、国土交通省地方運輸局により自動車航

送船利用動向調査が実施されている航路については、自動車航送船利用動

向調査票を借用し、ＯＤ調査要綱に定められた自動車航送船ＯＤ調査票に

転記するものとする。 

(6) マスターファイル作成 

受注者は、(3)～(5)の調査結果をＯＤ調査要綱に定められた内容、書式

に従って整理し、マスターファイルを作成するものとする。 

(7) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第 3210条 オーナーインタビューＯＤ調査 

1． 業務目的 

オーナーインタビューＯＤ調査は、自動車交通の起終点運行目的等を自動

車保有者に直接調査することにより、自動車の利用実態、道路交通の特性等

を把握し、今後の道路の計画、建設、管理等についての基礎資料を得ること

を目的とする。 

2． 業務内容 

調査の項目は、ＯＤ調査要綱に基づき以下のとおりとする。 

(1) 計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1111 条業務計画書第 2 項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

(2) 自家用車類ＯＤ調査 

受注者は、ＯＤ調査要綱に定められた内容に従って、調査対象として抽

出された自家用自動車の保有者または使用者を訪問し、調査日の運行状況

及び各トリップ毎の運行内容について、訪問留置、訪問回収方式により調

査するものとする。 実施にあたっては、身分証明書を携帯した調査員が

事前に対象者を訪問し、調査内容・目的・利用方法等を説明し、調査指定

日に対象者に記入してもらい、後日調査員が回収し、不明な個所の確認を

行うものとする。 

(3) 営業用車類事業者インタビュー調査 
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受注者は、ＯＤ調査要綱に定められた内容に従って、調査対象として抽

出された営業用自動車の保有者または使用者に対し、調査日の運行状況、

及び各トリップ毎の運行内容について調査するものとする。 

(4) 営業用車類路線運行調査 

受注者は、ＯＤ調査要綱に定められた内容に従って、運行系統別輸送実

績報告書等から、路線バスの運行状況等を調査するものとする。 

(5) マスターファイル作成 

受注者は、マスターファイル作成について、第 3209 条路側ＯＤ調査第 2

項の(6)に準ずるものとする。 

(6) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第５節 交通渋滞調査 

第 3211条 交通渋滞調査 

1． 業務目的 

交通渋滞調査は、交通渋滞対策を実施するための基礎資料を得ることを目

的とする。 

2． 業務内容 

交通渋滞調査の項目は、渋滞調査マニュアルに基づき、下記のとおりとす

る。 

(1) 計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1111 条業務計画書第 2 項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

(2) 現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 3203 条単路部交通量調査第 2 項の(2)

に準ずるものとする。 

(3) 地点情報調査 

受注者は、調査地点の道路状況、交通運用状況、周辺状況に関する項目

およびその他設計図書に基づく項目について調査を行うものとする。 

(4) 交通量調査 

受注者は、以下の観測を行うものとする。なお、車種分類については、

渋滞調査マニュアルに準ずるものとする。 1)交差点部 流入部別に車種

別・方向別の自動車交通量及び横断歩行者・自転車等を 10 分間毎に観測

を行う。 2)一般部 方向別・車線別・車種別の自動車交通量を 10 分間毎

に観測を行なう。 

(5) 渋滞長調査 

受注者は、交通流の待ち行列長を 10 分毎に 50ｍ単位で観測を行うもの

とする。なお、複数車線の道路においては、車線毎に調査するものとする。 

また、渋滞原因についても目視観測による補助調査を行うものとする。 
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(6) 渋滞区間通過時間調査 

受注者は、渋滞区間を通過するのに要する時間を 10 分毎に調査を行う

ものとする。 

(7) 信号現示調査 

受注者は、信号現示を流入方向別および調査職員より指示された時間帯

毎に調査する。なお、信号交差点が連続している場合は、渋滞区間に隣接

する信号交差点の現示も調査するものとする。 また、信号制御方式(定周

期制御、感応制御)についても管轄警察に聞き取りによる補助調査を行う

ものとする。 

(8) 渋滞原因調査 

受注者は、(3)～(7)の調査結果から渋滞原因の分析を行い、その原因を

考察するものとする。 

(9) 集計整理 

受注者は、(3)～(8)の調査結果を渋滞調査マニュアルに従って集計整理

するものとする。 

(10)報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第６節 駐車場調査 

第 3212条 駐車場調査の区分 

駐車場調査は、以下の区分により行うものとする。 

(1) 駐車場施設実態調査 

(2) 駐車原単位調査 

 

第 3213条 駐車場施設実態調査 

1． 業務目的 

駐車場施設実態調査は、対象地域における有効的かつ効率的な駐車場整備

を図るために、駐車場施設の位置、規模、形態などを把握し、今後の駐車場

の計画、建設などについての基礎資料を得ることを目的とする。 

2． 業務内容 

駐車場施設実態調査の業務内容は下記のとおりとする。 

(1) 計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1111 条業務計画書第 2 項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

(2) 調査対象駐車場の抽出 

受注者は、対象地域の駐車場について「全国道路街路交通情勢調査実施

要綱駐車場調査（調査編）」（旧建設省都市局・道路局、以下“駐車場調

査要綱”と記す）に示される対象駐車場を抽出するものとする。 

(3) 駐車場施設実態調査 
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受注者は、調査対象駐車場に調査員を派遣し、駐車場施設に関する調査

を実施するものとする。調査の内容と方法は駐車場調査要綱の基準による

ものとする。 

(4) 集計整理 

受注者は、駐車場調査要綱に示される方法に準じ、個別の駐車場施設の

データを整理するとともに、ブロック別および形態（時間貸し、月極め、

専用、その他）別に箇所数、駐車容量等を集計整理するものとする。 

(5) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第 3214条 駐車原単位調査 

1． 業務目的 

駐車原単位調査は、対象地域の一部町丁目を対象に行う駐車場施設実態調

査結果を用いて、対象地域全域の駐車場施設状況を把握することにより対象

地域における有効的かつ効率的な駐車場整備のための基礎資料を得ることを

目的とする。 

2． 業務内容 

駐車原単位調査の業務内容は下記のとおりとする。 

(1) 計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1111 条業務計画書第 2 項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

(2) 資料の準備 

受注者は、原単位を設定するための資料として、以下の資料を準備する。 

 1） 都市計画図 

 2） 住宅地図 

(3) 調査実施町丁目の抽出 

受注者は、原単位を設定するための町丁目を抽出するものとする。その

内容と方法は、駐車場調査要綱において示される内容及び方法に準ずるも

のとする。 

(4) 用途地域群面積の計測 

受注者は、調査実施町丁目の各用途地域郡の面積を、駐車場調査要綱に

おいて示される方法に準じて計測するものとする。 

(5) 駐車場施設実態調査 

受注者は、駐車場施設実態調査について、第 3213 条駐車場施設実態調

査第 2項の(3)に準ずるものとする。 

(6) 原単位の設定 

受注者は、駐車場調査要綱において示される方法に準じて、用途地域群

別の駐車場施設の原単位を設定するものとする。 

(7) 地区内の駐車場施設状況 
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受注者は、駐車場調査要綱において示される方法に準じて、駐車場施設

実態調査を実施していない地区の駐車場施設状況を算出するものとする。 

(8) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第７節 成果物 

第 3215条 成果物 

受注者は、表 6.2.1 に示す成果物を作成し、第 1116 条成果物の提出に従

い、２部納品するものとする。 

 

 
表 6.2.1 交通現況調査成果物一覧表 

調査種別 成果物 項 目 

交通量調査 
調査報告書 

調査データ集計結果 

速度調査 
調査報告書 

調査データ集計結果 

起終点調査 
調査報告書 

マスターファイル 

交通渋滞調査 
調査報告書 

調査データ集計結果 

駐車場調査 

調査報告書 

駐車場位置（規模、形態区分）図 調査データ集

計結果 
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第３編 道路編 
第３章 道路網・路線計画 

 
第１節 道路網・路線計画の種類 

第 3301条 道路網・路線計画の種類 

道路網・路線計画の種類は以下のとおりとする。 

(1) 現況調査 

(2) 交通量推計調査 

(3) 道路網・路線計画 

 

第２節 現況調査 

第 3302条 現況調査 

1． 業務目的 

現況調査は、設計図書に基づく対象地域において、道路網・路線整備計画

策定において必要な交通状況の現況及び将来動向を把握することを目的とす

る。 

2． 業務内容 

現況調査の業務内容は下記のとおりとする。 

(1) 計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1111 条業務計画書第 2 項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

(2) 資料収集整理 

受注者は、以下に示す関連資料を収集整理するものとする。 

 1） 人口、経済動向指標 

 2） 土地利用状況 

 3） 道路交通現況 

 4） 交通施設整備状況 

 5） 関連開発計画及び事業 

 6） 現況自動車ＯＤ交通流動 

 7） その他必要な資料 

(3) 実態調査 

受注者は収集した関連資料だけで道路交通の特性把握を十分に行うこと

が出来ない場合には、調査職員の指示により必要項目の実態調査を行うも

のとする。 

(4) 道路交通の特性分析 
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受注者は、収集した関連資料の整理および実態調査等を通して、対象地

域の現況及び道路交通特性を明らかにするとともに、現況道路交通の問題

点について整理を行うものとする。 

(5) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第３節 交通量推計調査 

第 3303条 交通量推計調査 

1． 業務目的 

交通量推計調査は、設計図書に示す対象道路又は道路網について、自動車

交通の現況及び将来ＯＤ表をもとに、交通量の推計を行うことを目的とする。 

2． 業務内容 

交通量推計調査の業務内容は下記のとおりとする。 

(1) 計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1111 条業務計画書第 2 項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

(2) 交通量配分用データの作成 

受注者は、交通現況調査および将来道路網計画に基づき、地域に適した

交通量配分用データを作成するものとする。 

 1） ＯＤ表 

 使用するＯＤ表は、設計図書に基づき作成するものとする。 

 2） ゾーニング 

 対象道路網に即した地域の大きさにゾーンを統合あるいは分割し、併

せてＯＤ表の集約または分割を行うものとする。 

 3） 交通量配分道路網の作成 

 対象地域の現況及び将来道路網をもとに、交通量配分ケースに応じた

交通量配分用のネットワークデータを作成する。 

(3) 交通量配分 

受注者は、設計図書に基づき、指示された交通量配分手法により配分計

算を行うものとする。 

 1） 配分計算 

 配分計算は、以下に示す項目について設計図書に基づき、配分計算を

行うものとする。なお、配分計算の精度の確認のために、現況配分を行

い、現況交通量とのチェックを行うものとする。 

① 目標年度 

② 配分ケース 

③ ＯＤ分割数 

 2） 集計整理 

 評価項目を集計整理するものとする。 
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 3） 配分結果の整理 

 配分結果をもとに、設計図書もしくは指示された項目について整理分

析し、整備計画の基本条件の整理を行うものとする。 

① 区間交通量 

② 路線別地区別混雑度 

③ 通過交通量等 

④ 総走行台キロ 

⑤ その他 

(4) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

3． 貸与資料 

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。 

(1) 基礎統計書（人口、保有台数等） 

(2) 都市計画マスタープラン等 

(3) 「全国道路街路交通情勢調査」旧建設省・自動車起終点調査編 

(4) 現況・将来ＯＤ表及び関連道路ネットワークデータ 

(5) 一般交通量調査 

(6) 都市計画図 

 

第４節 道路網・路線計画 

第 3304条 道路網・路線計画 

1． 業務目的 

道路網・路線計画は、対象地域の土地利用計画、開発計画、環境保全計画

等を踏まえ、道路網あるいは特定路線の整備計画を立案することを目的とす

る。 

2． 業務内容 

道路網・路線計画の業務内容は下記のとおりとする。 

(1) 計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1111 条業務計画書第 2 項に示す事項について業務計画書

を作成し、調査職員に提出するものとする。 

(2) 整備計画案の検討 

受注者は、以下の整備計画案についての事項を検討するものとする。 

 1） 整備計画の位置づけと機能 

 道路網・路線整備計画の検討では、計画対象地域において果たすべき

役割と機能を明確にするものとする。 

 2） 整備代替案の交通量検討 

 受注者は設計図書に基づき、整備代替案を設定し、各代替案の交通量

検討を行うものとする。 

 3） 計画道路の機能 
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 交通量検討の結果をもとに、計画道路の機能を把握、設定するものと

する。 

(3) 整備計画案の選定 

受注者は、交通需要、安全性、経済性、施工性及び沿道環境等を総合的

に評価し、最適な整備案を選定するものとする。 

(4) 道路整備効果評価 

受注者は、設計図書に基づき、選定対象となる整備案に対し、道路整備

効果評価を行うものとする。 

(5) 整備計画の策定 

受注者は、最適整備案について、以下に示す事項についてとりまとめ整

備計画とするとともに、必要に応じて道路平面図を作成するものとする。 

 1） 道路の機能 

 2） 道路の種級区分 

 3） 整備計画道路平面図（1/50,000程度） 

 特定路線の整備を対象とする場合に作成するものとする。 

(6) 報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務成果に

準じて報告書を作成するものとする。 

 

第５節 成果物 

第 3305条 成果物 

受注者は、表 6.3.1 に示す成果物を作成し、第 1116 条成果物の提出に従

い、２部納品するものとする。 

 

 
表 6.3.1 道路網・路線計画成果物一覧 

調査種別 調査項目 成果物項目 縮 尺 

現況調査 
報 告 書 交通現況調査 － 

図 面 交通現況図 適 宜 

交通量推計調査 

報告書 交通量推計調査 － 

図 面 

現況・将来道路網図 適 宜 

リンクデータ図 適 宜 

配分ゾーン図 適 宜 

現況・将来交通量図 適 宜 

道路網・路線計画 

報告書 道路網・路線計画 － 

図 面 道路網・路線計画図 
1:25000又は 

1:50000 
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